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令和 4 年度由利本荘市⽴地適正化計画策定⽀援業務委託 
プロポーザル受託者等選定委員会設置要綱 

 
（設置） 
第１条 令和 4 年度由利本荘市⽴地適正化計画策定⽀援業務（以下、「当該業務」という。）

の委託先業者を選定するにあたり、プロポーザル⽅式により企画提案や提案者の能⼒を
評価し、当該業務の委託に最適な業者を選定するため、令和 4 年度由利本荘市⽴地適正
化計画策定⽀援業務プロポーザル受託者等選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を
設置する。 

 
（⽬的） 
第２条 選定委員会は、業者から提出された企画提案書、その他の資料を調査するとともに、

これら企画提案書等の内容をもとに審査したうえで、当該業務の委託に最適な業者を選
定することを⽬的とする。 

 
（所掌事項） 
第３条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議し決定する。 

（１）当該業務のプロポーザル⽅式実施要領 
（２）参加資格要件の設定 
（３）提案書等を特定するための評価基準 
（４）提案書等の審査及び特定 
（５）その他、必要な事項 

 
（委員） 
第４条 選定委員会の委員は、次に掲げる者とする。 

（１）秋⽥県由利地域振興局建設部⻑ 
（２）由利本荘市副市⻑ 
（３）由利本荘市総務部⻑ 
（４）由利本荘市企画振興部⻑ 
（５）由利本荘市市⺠⽣活部⻑ 
（６）由利本荘市健康福祉部⻑ 
（７）由利本荘市産業振興部⻑ 
（８）由利本荘市観光⽂化スポーツ部⻑ 
（９）由利本荘市建設部⻑ 
２ 委員⻑は委員の互選によって決定する。 
３ 委員⻑及び委員の任期は、対象業務の契約締結の⽇までとする。 
４ 必要に応じて、臨時委員を置くことができる。 
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（会議） 
第５条 審査委員会の会議は委員⻑が招集し、会議の議⻑を務める。 

２ 委員⻑に事故あるとき、⼜は委員⻑が⽋けたときは、委員⻑があらかじめ指定する委
員が当該職務を代理する。 

 
（意⾒聴取） 
第６条 委員⻑は必要に応じて、事務局の職員⼜はその他の者の意⾒を求めることができ

る。 
 
（事務局） 
第７条 選定委員会の事務局は、当該業務を所管する建設部都市計画課に置き、選定委員会

の庶務を⾏う。 
 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、委員⻑が

別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、令和 4 年 4 ⽉ 15 ⽇から施⾏する。 


